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化学成分に規定のな
い元素の含有率の報
告について

 本規格の2014の改正において14項報告に「表2に規定
のない合金元素を意図的に添加した場合は、添加した
合金元素の含有率を検査文書に付記する。」が追加さ
れた。
 例えばAlは意図的に添加する合金元素ではあるが、
脱酸目的での使用である。
 しかし規格本文及びその解説からは、目的のいかん
にかかわらず意図的に添加された合金元素の付記が必
要であると読めるがこの判断で良いか？

 脱酸や製鋼プロセスの改善を目的として添加する微
量元素については、検査文書に付記する必要はありま
せん。
　なお、この解釈は、同様の報告規定がある他の鋼材
のJISについても同じです。


